
 

 

 

 

 

避難対策（感染症対策を含む）の進捗状況について 

 

 

１ 水害時緊急避難場所等の確保 

（１）水害時緊急避難場所 

各水害時緊急避難場所は、水害時の開設を考慮した施設使用計画等の見直しを終了

し、現地検証・訓練を実施している。また、検温及び問診によるゾーニングを実施

し、健康観察室を設ける等により一般避難者と要健康観察者の接触を避ける運営体制

を整備している。 

 

（２）補完避難所等による避難スペースの確保 

  ３密対策を実施することにより、水害時緊急避難場所の収容人数が低下することか

ら、多摩川沿いの地域を重視し、下記施設を水害時緊急避難場所と同時に開設する。 

   区民プラザ、区民ホールアプリコ、大田区産業プラザ 

つばさ総合高校、六郷工科高校、田園調布高校、日本体育大学荏原高校 

 

（３）嶺町小学校を開設できない課題への対応 

   鵜の木三丁目は嶺町地区の田園調布高校等に避難 

   鵜の木二丁目は鵜の木地区の東調布第三小学校等に避難 

 

（４）多摩川小学校を開設できない課題への対応 

   今泉自治会の地域は蒲田西地区の矢口小学校等に避難 

   その他の町会・自治会の地域は矢口地区の矢口中学校等に避難 

 

（５）ホテル・旅館等の確保 

   蒲田ホテル旅館組合及び各宿泊施設（16）と避難者の受け入れについて協議中 

 

２ 福祉避難所等の開設 

（１）各水害時緊急避難場所の要配慮者スペースに福祉部職員を配置   

（２）福祉避難所として高齢者施設、障がい者施設を開設準備中 

（３）家屋倒壊氾濫想定区域に居住する要支援者を最優先で個別調整 
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３ 感染症対策 

（１）感染症対策標準マニュアル、ペット対応マニュアルを整備 

各学校防災活動拠点において、感染症対策をマニュアル等に反映 

 

（２）陽性患者・濃厚接触者専用の避難先の確保 

「ゆいっつ」を陽性患者専用の避難施設とした。なお、濃厚接触者等で自宅待機中

の方の避難先について、ホテル・旅館等と協議中 

 

（３）水害時緊急避難場所における体調不良者対応の電話相談窓口を設置 

 

（４）感染症対策備品の配備状況 

  サーモグラフィー、簡易型非接触型検温器、手指消毒用のアルコール消毒液、マスク

を配備 

   


